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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

                       ２０２４年４月号 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃ ◎本号のコンテンツ◎ 

┃  

┃ ☆知財講座☆ 

┃（２７）特許出願の種となる発明の発掘 

┃ 

┃ ☆ニューストピックス☆ 

┃ 

┃ ■スタートアップへ「プッシュ型支援」（特許庁） 

┃ ■蚊防除スプレーの特許侵害で提訴（大日本除虫菊） 

┃ ■輸入差止の模倣品、過去２番目の多さ（財務省関税局） 

┃ ■ＡＩ関連技術に関する特許審査事例を追加（特許庁） 

┃ ■特許庁が「くら寿司」とのコラボ動画を公開 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

特許庁は２０２４年４月より、特許を出願したスタートアップ企 

業に対して特許庁側から積極的に連絡を取り、支援策の活用などを 

サポートする「プッシュ型支援」（ＰＡＳＳ）を開始します。 

特許審査官によるサポートで事業に即した権利の早期取得を支援 

する仕組みです。 

そこで今号では、「スタートアップに対するプッシュ型支援」の概 

要を紹介します。 
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（２７）特許出願の種となる発明の発掘 

 

【質問】 

 毎日のように製造を行い、毎日のように工夫を重ねています。こ 

のような毎日の仕事、作業の中から発明を発掘することはできるの 

でしょうか？ 

 

【回答】 

 なんらかの技術的な課題・問題点の存在を認識していて、それを 

解決する工夫を行った場合、何を発明したのかを認識、意識するこ 

とは簡単です。しかし、毎日の工夫の積み重ねの中で、気づかない 

うちに発明を完成させていることがあります。そのようなものを埋 

もれたままにしておくのと、発明として発掘し、会社の知的財産と 

して有効に活用していけるようになるのとでは、将来、大きな違い 

になります。発明発掘の一般的な手法を説明します。 

 

＜課題が明らかである場合＞ 

 解決手段の提案 

 毎日の製造工程・開発工程において、何らかの技術的な問題点・ 

課題を認識できている場合には、それを解決するための手段、工夫 

をたくさん提案してもらいます。 

 提案してもらう際には、実現可能性（実現できそうか否か）、経済 

性（開発にどのくらいの費用がかかりそうか）、開発するのにどのく 

らいの期間を要しそうであるか、同業他社がすでに採用していそう 

な工夫であるかどうか、特許になりそうかどうか、等々の問題は一 

切気にせず、とにかくたくさん提案してもらいます。 

 解決手段の評価 

 提案を受けた多くの解決手段の一つひとつについて、その有効性 

などを評価します。 

 この際、評価が低くて次の工程に進まなかった提案についても、 

取り上げていた問題点・課題に対する解決策の一つとして提案され、 

評価を受けたことを記録に残しておくことが望ましいです。将来、 



何らかの技術的な問題点・課題が発生したときに解決策を検討する 

材料になることがあります。 

 次の段階の問題点・課題の把握 

 より高い評価を受けた解決手段を採用する場合、次にどのような 

問題点・課題が生じることになるかを検討します。 

 技術開発は、いわば、無限ループです。技術は、螺旋状に積み重 

ねられて次第に発展していくものです。何らかの技術的な問題点・ 

課題を解決・克服するために何らかの解決手段を採用すると、その 

解決手段を採用したことに起因して新たに解決すべき問題点・課題 

が浮上してくるのが一般的です。 

 新たな解決手段の提案 

 上述した新たに浮上してきた問題点・課題を解決する解決手段を、 

上述したように、実現可能性、経済性、等々を問題にせずにたくさ 

ん提案してもらいます。 

 新たに提案された解決手段の評価 

 新たに提案を受けた多くの解決手段の一つひとつについて、その 

有効性などを評価します。 

 このように、解決する必要がある何らかの技術的な問題点・課題 

が最初から認識できている場合には、多数の解決手段の提案⇒提案 

された解決手段の評価⇒高い評価を受けた解決手段を採用した場合 

に生じる新たな問題点・課題の把握⇒把握された新たな問題点・課 

題に対する多数の解決手段の提案・・・という工程を繰り返すこと 

で発明を発掘することができます。 

 このようにして発掘された発明は、当初に認識されていた何らか 

の技術的な問題点・課題を解決できるという効果を発揮できるもの 

です。 

 このような発明発掘作業を行う際に、専門家である弁理士に参加 

してもらうことができますし、発掘した発明を採用して実施したと 

きに他社が所有する特許権を侵害するおそれはないか、発掘した発 

明を特許出願する意義があるか、等々については、専門家である弁 

理士に相談できます。 

 

＜技術者の暗黙知として既に発明が完成している場合＞ 

 埋もれている発明の「見える化」 

 生産現場・開発現場などにいる技術者などが日々の生産・開発活 

動などで行っている工夫の中にきらりと光る発明が存在しているが、 

技術者などは「あたりまえのこと」と考えていて、発明であると認 



識していないことがあります。 

 このような場合、発明を「見える化」することが重要です。生産 

現場・開発現場などにいる技術者から聞き取りを行う、技術者の皆 

でディスカッションを行ってもらう等により、生産・開発工程にど 

のような工夫が加えられてきたのか、その経過を「見える化」しま 

す。どのような工夫を行うことによっていかなる問題点、課題が解 

決されたのか、どのような効果が上がるようになったのかが皆に明 

らかになるようにするものです。 

 生産・開発工程に様々な工夫がつぎ込まれていることがあります 

ので、皆の記憶を一つ一つ掘り起こし、どのような工夫が採用され 

たのかを拾い出して、一人ひとりが採用したと考えている工夫につ 

いての認識を皆で共有できるようにします。 

 採用した工夫によって発揮されるようになった効果について、 

様々な工夫がつぎ込まれている場合、採用した工夫とそれによって 

発揮されるようになった効果についての認識が技術者同士の間で異 

なることがあります。採用した工夫とそれによって発揮されるよう 

になった効果との対応関係が皆の共通認識になるように「見える化」 

します。 

 この際、採用しようとしたがうまくいかなかった工夫（なぜうま 

くいかないと判断されたのか）、考えつくだけはしたのだが試してみ 

なかった工夫（試してみなかった理由）なども、「見える化」して社 

内での共通認識にしておくと、将来、何らかの技術的な問題点・課 

題が発生したときに解決策を検討する材料になることがあります。 

 「見える化」した工夫の評価 

 上述したようにして「見える化」した工夫の中で、発明として特 

許出願できるもの、会社内の技術的なノウハウとして蓄積する方が 

よいものを選別します。例えば、同業他社であってもいずれ考えつ 

くことになるであろうと思われる工夫については、特許取得できる 

ものならば、一日でも先に特許出願することが有利になります。 

 発明として特許出願できる可能性のあるものについては、技術 

的・経済的価値を高める上で更に改良・改善の余地はないのかを社 

内で検討したり、弁理士などの専門家に相談して、この工夫は他社 

が所有している特許権を侵害しているものではないか、特許出願す 

る意義があるか等々や、発明内容を、より普遍化し、効力範囲の広 

い発明概念にすることについて更なる検討を行うことができます。 

 製造・開発現場で働いている人たちは毎日のことなので「当たり 

前のこと」と思っていることの中に発明や、発明の種が埋もれてい 



ることが多くあります。そこで、社内に埋もれている発明を「見え 

る化」する際の上述した聞き取りや、ディスカッションなどに新鮮 

な視点から発明を認識できる弁理士などの専門家に参加してもらう 

のも有効です。 

 

 

■ニューストピックス■ 

 

●スタートアップへ「プッシュ型支援」（特許庁） 

 

特許庁は２０２４年４月より、特許を出願したスタートアップ企 

業に対して特許庁側から積極的に連絡を取り、支援策の活用などを 

サポートする「プッシュ型支援」（ＰＡＳＳ：Push-type Assistance  

Service for Startups）を開始します。 

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003

.html 

 

従来のスタートアップ向け支援策は、出願人側からの求めに応じ 

て行われていましたが、「プッシュ型支援」では、特許を出願したス 

タートアップやその代理人に対して、特許庁側から電話やメール等 

で積極的に連絡を取り、各種支援策を紹介し、それらの活用を促しま 

す。 

特に支援策の一つである「スタートアップ対応面接活用早期審査」 

では、特許審査官がきめ細やかなサポートを提供し、事業に即した質 

の高い権利の早期取得に向けて支援します。 

 

これまでは、スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する際、 

「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要でしたが、「ＰＡＳＳ」 

に基づく特許庁からの連絡を受けた出願人は、事情説明書を提出せ 

ずとも、利用の希望を特許庁側に電話で伝える等の簡易的な手続に 

より早期審査を受けることができます。これにより、通常より早期の 

審査や事業戦略に即した権利取得が可能になるとされています。 

 

●蚊防除スプレーの特許侵害でアース製薬を提訴（大日本除虫菊） 

 

「金鳥（ＫＩＮＣＨＯ)」ブランドで知られる「大日本除虫菊」は、 

スプレーで噴霧する「蚊類防除用エアゾール」の発明に関する特許権 

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html


（特許第 7026270号）に基づき、アース製薬に対し、同種製品の製 

造・販売の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表しま 

した。 

https://www.kincho.co.jp/release/pdf/240304_release.pdf 

 

大日本除虫菊は、蚊は飛んでいる時間よりも壁などに止まってい 

る時間の方が長いという習性を自社の研究開発で発見。「蚊類防除用 

エアゾール」の噴射力や、噴射容量などを調整することにより、室内 

空間の露出部に付着させ、蚊に対し、優れた防除効果を持つ「蚊類防 

除用エアゾール」の発明について特許権を取得。2010年から「蚊が 

いなくなるスプレーシリーズ」として発売しています。 

大日本除虫菊によると、アース製薬の「おすだけノーマットスプレ 

ータイプ」などは、「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」の基本とな 

る特許を侵害していると訴えています。 

 

●輸入差止の模倣品、過去２番目の多さ（財務省関税局） 

 

財務省は、２０２３年に全国の税関で偽ブランド品など知的財産 

侵害物品の輸入を差し止めた件数が前年比１７．５％増の３万１６ 

６６件だったと発表しました。 

https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_socie

ty/chiteki/cy2023/index.html 

 

３年ぶりに３万件を超え、１９８７年に統計を取り始めて以降、２ 

番目の多い摘発となりました。２２年１０月に改正商標法、意匠法、 

関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品（商標権または意 

匠権を侵害するもの）が送付された場合は、個人使用の場合でも、税 

関で没収の対象となり、摘発範囲が拡大した影響とみられます。 

品数は１０５万６２４５点（同１９．７％増）に上り、財務省は、 

差し止めた物品が全て正規品だった場合の金額は約１７１億円に相 

当すると推計しています。 

種類別では衣類が最も多く 1万 401件と全体の 28％を占め、次い 

で財布やハンドバッグなどのバッグ類、靴類などとなっています。 

違法なコピー品の中には、ドジャース・大谷選手のユニフォームも 

多数含まれています。大谷選手の移籍が決定したのは２０２３年の 

１２月半ばにもかかわらず、年末にはすでに偽造ユニフォームが差 

し止められています。 

https://www.kincho.co.jp/release/pdf/240304_release.pdf
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輸送形態別では、郵便物による輸入が９割を占めています。財務省 

は、国境を越えた電子商取引（ＥＣ）の発達などを背景に「模倣品輸 

入の小口化が進んでいる」と分析しています。 

 

●ＡＩ関連技術に関する特許審査事例を追加（特許庁） 

 

特許庁は、ＡＩ関連技術が様々な技術分野で発展していることに 

伴い、進歩性、記載要件及び発明該当性についての判断のポイントを 

示すことを目的として、ＡＩ関連技術に関する特許審査事例を作成、 

公表していますが、このほど、これまで以上に幅広い分野において、 

創作過程におけるＡＩの利活用の拡大が見込まれることから、さら 

に 10事例を追加しました。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_j

irei.html 

 

追加された事例の内訳は、進歩性について４件、実施可能要件およ 

びサポート要件について１件、サポート要件について２件、発明該当 

性について２件、明確性要件について１件。明細書中にどのように記 

載されていれば、特許要件を満たすかなどについて、具体例を示して 

います。 

 

また、特許庁は「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂し、Ａ 

Ｉ関連技術に関する新たな特許審査事例（10事例）を附属書に追加 

しました。 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=xaa_e49B6QcaNweAY 

 

●特許庁が「くら寿司」とのコラボ動画を公開 

 

特許庁は、知的財産を楽しく学んでもらうために、YouTube チャン 

ネル「ＪＰＯちゅーぶ」で動画を配信していますが、このほど、回転 

寿司業界の発明王と言われる「くら寿司株式会社」とコラボ動画（前 

半・後半）を作成し、公開しました。 

https://www.youtube.com/watch?v=EoLL7H9HxvM 

 

前半の動画では、特許庁の職員が、回転寿司業界の発明王として知 

られる、くら寿司の店舗に実際に赴き、入店してから食事をして会計 

するまでの間にどれだけの知財（特許・商標・意匠）が活用されてい 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
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るのかを紹介します。 

後半の動画では、特許庁の職員が、くら寿司の広報部長に、くら寿 

司の知財戦略についてインタビューする内容となっています。 
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